
新たな事業にチャレンジする事業者の皆さんを応援します！

積極的に事業活動を実施する市内の中小企業者等に対し、その事業に要する経費の一部を補助することにより、
各分野における「事業者の競争力」を強化し、産業振興や、雇用機会の拡大を図ることを目的とした支援事業です。

このような方が補助対象です（詳細は裏面）

①江津市内に主たる事業所を有する中小企業者

②江津市に住所を有する個人であって、市内における起業の計画を有し、事業を実施しようとする者 など

※上記に該当しても、条件によって補助の対象とならない場合があります。詳しくは、裏面をご確認ください。

補助金額および補助対象経費

対象事業に要する経費のうち、最大50万円を補助します。（補助対象経費の１/２以内）

以下のような事業を対象に支援をしています👇

地域に根差した新商品を開発したいな。
新しい分野の事業に参入してみたいな。
うちの商品を県外に売り出していきたいな。

新商品開発・付加価値
創出事業

・新たな主力商品を開発したい！
・今ある商品の価値を高めたい！

【対象経費】
専門家謝金、研究開発費（原材料費、

機械等リース費、技術指導受入費、外注加工

費、パッケージ試作費）、委託費（試験委

託費、調査研究委託費）など

起業及び新分野参入
事業

・江津市内で起業したい！
・新たな事業分野に参入したい！

【対象経費 】
専門家謝金、研究開発費、市場調
査費（外部へ委託した場合のみ）、広告
宣伝費など

販路開拓事業

・見本市に出展して、新たな販
路を獲得したい！

【対象経費】
専門家謝金、市場調査費（外部へ委

託した場合のみ）、産業見本市への出
展費（ブース代、交通宿泊費実費等）、パ
ンフレット等製作費、Webサイ
ト製作費（ネットショップ機能等を有する

ものに限る）など

ご相談ください（裏面へ）

キャッシュレス
環境整備事業

・キャッシュレスに対応するため
の環境を整えたい！

【対象経費】
キャッシュレス決済端末および付
属機器費（バーコードリーダー、レシート

プリンター、レジスタ、暗証番号入力キー

パッド等）、汎用端末（専らキャッシュレ

ス決済と一体で使用するものに限る。）、広
告宣伝費など

インボイス制度
対応事業

・インボイス制度対応のために
システム改修が必要だ！

【対象経費 】
システム改修費（レジ、経理・受注・発

注等）など

【備考】

※補助金額に1,000円未満の端
数が生じたときは、これを切り
捨てた額とします。

※連続する３カ年度に同一の補助
対象者に交付する補助金の合計
額は100万円を限度とします。

NEW NEW



【目的】
本事業は、積極的に事業活動を実施する市内の中小企業者等に対し、その事業に要する経費の一部を補助するこ
とにより、各分野における事業者の競争力を強化し、産業振興及び雇用機会の拡大を図ることを目的とする。

【補助対象者】
① 市内に主たる事務所又は事業所を有する中小企業者
② 市内に住所を有する個人であって、市内における起業の計画を有し、事業を実施しようとする者
③ ①②に掲げるもののほか、市内に主たる事務所又は事業所を有し、継続的な雇用が見込める活動を行う団体と

して市長が別に認める団体
④ 構成員の３分の２以上が①～③に規定する者で構成される団体
※ただし、次の各号のいずれかに該当する者は補助の対象としない。
(1) 市税を滞納している者 （補助申請時に、市税の完納証明書の添付が必要です。）
(2) 同一年度に江津市地域商業等支援事業による補助金の交付を受けている者。ただし、当該補助金の交付を受

ける事業が、その者が営む他の業種に係るものである場合にあってはこの限りでない。

【申請方法】 ～流れ～

※申請は、原則として１年度１回限りです。
※申請書等については、市ホームページよりダウンロードできます。

【注意事項】
① 事業の実施は、交付決定後から着手できます。交付決定前に行われた契約や取り引きは、いわゆる事前着工で

補助金の対象となりません。
② 補助金は原則精算払いとなります。補助金支払は事業完了の後となるため、支払を受けるまでは、全て自己資

金や借入金等により事業を実施することが必要です。
③ 実績報告の際、支払金額を証明する書類（請求書・領収書など）が必要です。また、支払内容の明細が必要です

ので、請求書に記載がない場合は、納品書等もご用意ください。

江津市中小企業等競争力強化支援事業

〒695-8501 江津市江津町1016番地4

江津市商工観光課商工振興係

☎0855-52-7494

★江津商工会議所、桜江町商工会でもご相談いただけます★

江津市 競争力

https://www.city.gotsu.lg.jp/soshiki/16/2106.html

検索

事業者 市

①交付申請
・交付申請書（様式第１号）
・事業計画書、収支予算書、見積書等
・市税の完納証明書

④事業実施

②審査

③交付決定（却下）通知

⑤実績報告
・実績報告書（様式第４号）
・事業実績書、収支決算書、請求書、
領収書、成果物（見本または写真）等

⑧補助金請求（様式第６号）

⑥審査

⑦確定通知

⑨精算払い

↓事業完了後補助事業が完了した日から３０日を経過した日または翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに

お問合せ・申請先 ホームページ


